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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　走行しながらトンネル覆工を撮影する装置において、
　走行体と、
　前記走行体に設置された複数の照明手段と、
　前記走行体に、異なる方向に向いて設置された複数の画像取得手段と、
　前記照明手段と前記画像取得手段が取り付けられた設置架台と、
　前記設置架台を収容する収納ハウスと、
　制御手段と、を備え、
　前記照明手段は、前記画像取得手段と前記画像取得手段の間に配置され、
　前記制御手段からトリガ信号が送られると、前記照明手段によってフラッシュ照明が行
われるとともに、前記画像取得手段によってトンネル覆工表面の画像を取得し、
　前記設置架台は、レール上をスライドしながら前記収納ハウスに出し入れ可能である、
　ことを特徴とする走行型トンネル覆工撮影装置。
【請求項２】
　前記制御手段は、あらかじめ設定された時間間隔でトリガ信号を送信する、
　ことを特徴とする請求項１記載の走行型トンネル覆工撮影装置。
【請求項３】
　前記画像取得手段が、近赤外線カメラであり、
　前記照明手段は、近赤外線光を照射する、
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　ことを特徴とする請求項１又は請求項２記載の走行型トンネル覆工撮影装置。
【請求項４】
　請求項１乃至請求項３のいずれかに記載の走行型トンネル覆工撮影装置を用いて、トン
ネル覆工を撮影する方法において、
　前記走行体で走行しながら、前記照明手段によってフラッシュ照明を行う照明工程と、
　前記走行体で走行しながら、前記画像取得手段によってトンネル覆工表面の画像を取得
する画像取得工程と、を備え、
　前記照明工程と前記画像取得工程は、前記制御手段から送信されるトリガ信号に応じ同
期して行われる、
　ことを特徴とする走行型トンネル覆工撮影方法。
【請求項５】
　前記画像取得工程では、近赤外線カメラによってトンネル覆工表面の画像を取得し、
　前記画像取得工程で取得した画像に基づいて、トンネル覆工面全体の３次元モデルを作
成するとともに画像展開図を作成する、
　ことを特徴とする請求項４記載の走行型トンネル覆工撮影方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本願発明は、トンネルの点検に関するものであり、より具体的には、点検のため走行し
ながらトンネル覆工の画像を取得する技術に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　高度経済成長期に集中的に整備されてきた建設インフラストラクチャー（以下、「建設
インフラ」という。）は、既に相当な老朽化が進んでいることが指摘されている。平成２
６年には「道路の老朽化対策の本格実施に関する提言（社会資本整備審議会）」がとりま
とめられ、平成２４年の笹子トンネルの例を挙げて「近い将来、橋梁の崩落など人命や社
会装置に関わる致命的な事態を招くであろう」と警鐘を鳴らし、建設インフラの維持管理
の重要性を強く唱えている。
【０００３】
　我が国の国土はその２／３が山地であり、したがって道路や線路などは必ずといってい
いほど山地を通過する区間があり、国内の山岳トンネルの数は１０，０００を超えるとい
われている。もちろんこの山岳トンネルも他の建設インフラの例外ではなく、やはり老朽
化が進んでいる。特にトンネルの覆工コンクリート（以下、単に「トンネル覆工」という
。）に生じるひび割れ、うき、はく離、はく落、漏水といった変状は、代表的な老朽化の
症状として挙げることができる。
【０００４】
　トンネル覆工に生ずる変状は、緩み土圧や偏土圧、水圧、凍上圧といった外力に起因す
るものと、温度応力や乾燥収縮、アルカリ骨材反応など材料等に起因するものに大別され
る。外力による変状としては引張によるひび割れや、圧縮による圧ざ、せん断によるひび
割れ等が挙げられ、材料等による変状としては主にひび割れが挙げられる。このうち外力
による変状は、進行性があるものも少なくなく、この場合トンネル構造に影響を及ぼすお
それもある。一方、材料等による変状は、外力によるものほど進行性はないものの、天端
からコンクリート片が落下すると大事故につながることを考えると、当然ながら看過する
ことはできない。
【０００５】
　このような背景のもと、国は道路法施行規則の一部を改正する省令を公布し、具体的な
建設インフラの点検方法、主な変状の着目箇所、判定事例写真などを示した定期点検要領
を策定している。特に山岳トンネルに関しては、安全で円滑な交通の確保や第三者への被
害を防止することを目的として、「道路トンネル定期点検要領」が提示された。
【０００６】
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　この道路トンネル定期点検要領では、メンテナンスサイクル（点検、診断、措置、記録
）を定期的に実施することがトンネルの維持管理にとって重要であるとしており、メンテ
ナンスサイクルのうち特に定期点検についてその要領を示している。定期点検は文字どお
り定められた頻度で繰り返し実施される点検であり、トンネル建設（トンネル覆工打設）
後１～２年の間に行われる初期点検の後、５年に１回の頻度で実施される。そして、初期
点検ではトンネル全延長に対して近接目視と打音検査を行い、その後の定期点検ではトン
ネル全延長に対する近接目視と必要箇所の打音検査を行うよう定められている。つまり近
接目視は、初期点検、定期点検にかかわらず常にトンネル全延長に対して実施しなければ
ならない。
【０００７】
　近接目視は、「肉眼により部材の変状等の状態を把握し評価が行える距離まで接近して
目視を行う」とされていることから、原則として人によって実施される。そのため多大な
労力と時間を要するうえに、高所作業車の使用が避けられないため通行規制を伴うことも
ある。そこで道路トンネル定期点検要領では、「今後、調査技術者が近接目視によって行
う評価と同等の評価が行えると判断できる新技術が開発された場合は、新技術の併用を妨
げるものではない。」とし、人による作業を改善するような新たな点検技術を期待してお
り、これまでも種々の提案がなされてきた。例えば特許文献１では、トンネルを移動しな
がらビデオカメラ等でトンネル覆工面を撮影し、その画像からひび割れを抽出する技術に
ついて提案している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特開２００１－１４１６６０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　既述したとおり近接目視は人によって行われ、また当然ながらその記録も人の手で行わ
れる。つまり、高所作業車などを利用しながらトンネル覆工に接近し、ひび割れを目視で
検出するとともに、そのひび割れの位置や寸法等をあらかじめ用意した図面等にその場で
記入していくわけである。しかしながら、検出したひび割れの位置と図面を照らし合わせ
る作業は想像以上に難しく、さらに人による作業であることから、検出したひび割れの位
置や寸法の誤記入や記入漏れも考えられる。ひび割れの位置等の誤記入は次回の定期点検
で混乱を招くこともあり、変状の進展に関する誤った判断にもつながりかねない。またひ
び割れの記入漏れはすなわち変状を放置することとなり対策が遅れる結果事故につながる
おそれもある。
【００１０】
　そこで発明者らは、トンネル覆工の画像を利用して画像展開図を作成し、この画像展開
図を参照しながら近接目視を行うという着想を得た。画像展開図に示されたひび割れを確
認することで、検出したひび割れ位置の誤記入や記入漏れを防ぐことができるわけである
。
【００１１】
　ところで、一般的なトンネル内では光量が十分ではないため、鮮明な画像を得るには照
明が必要となる。また、一般車両の走行を阻害しないためには、相当の速度で移動しなが
ら撮影していくことが望ましい。したがって通常は、特許文献１のようにビデオカメラ等
で連続的に撮影するのが主流であり、そのため照明も走行中は継続的に行われていた。し
かしながら、従来の手法ではそれほど鮮明にトンネル覆工の画像が取得できなかった。そ
して発明者らは、その大きな原因が継続的な照明（以下、「常時照明」という。）にある
ことを見出した。同じ照明器具でも、単発的な照明（以下、「フラッシュ照明」という。
）に比べると、常時照明の方が少ない光量となるため鮮明な画像が取得できないわけであ
る。
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【００１２】
　本願発明の課題は、従来技術が抱える問題を解決することであり、すなわち従来技術よ
りも鮮明なトンネル覆工画像を取得することができる走行型トンネル覆工撮影装置、及び
走行型トンネル覆工撮影方法を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　本願発明は、フラッシュ照明を利用するとともに、トリガ信号に応じ照明と撮影を同期
して行うことでトンネル覆工画像を取得するという点に着目したものであり、従来にはな
かった発想に基づいてなされた発明である。
【００１４】
　本願発明の走行型トンネル覆工撮影装置は、走行しながらトンネル覆工を撮影する装置
であり、走行体と、照明手段（走行体に設置）、画像取得手段（走行体に設置）、制御手
段を備えたものである。制御手段からトリガ信号が送られると、照明手段によってフラッ
シュ照明が行われるとともに、画像取得手段によってトンネル覆工表面の画像が取得され
る。
【００１５】
　本願発明の走行型トンネル覆工撮影装置は、距離計（走行体に設置）をさらに備えたも
のとすることもできる。この場合の制御手段は、距離計で計測された距離に基づいてトリ
ガ信号を送信する。
【００１６】
　本願発明の走行型トンネル覆工撮影装置は、制御手段があらかじめ設定された時間間隔
でトリガ信号を送信するものとすることもできる。
【００１７】
　本願発明の走行型トンネル覆工撮影装置は、画像取得手段として近赤外線カメラを備え
たものとすることもできる。この場合の照明手段は、近赤外線光を照射する。
【００１８】
　本願発明の走行型トンネル覆工撮影方法は、本願発明の走行型トンネル覆工撮影装置を
用いてトンネル覆工を撮影する方法であり、照明工程と画像取得工程を備た方法である。
照明工程では、走行体で走行しながら照明手段によってフラッシュ照明を行い、画像取得
工程では、走行体で走行しながら画像取得手段によってトンネル覆工表面の画像を取得す
る。なお照明工程と画像取得工程は、制御手段から送信されるトリガ信号に応じ同期して
行われる。この場合、近赤外線カメラによってトンネル覆工表面の画像を取得し、その画
像に基づいて、トンネル覆工面全体の３次元モデルを作成するとともに画像展開図を作成
することもできる。
【発明の効果】
【００１９】
　本願発明の走行型トンネル覆工撮影装置、及び走行型トンネル覆工撮影方法には、次の
ような効果がある。
（１）撮影時の照明をフラッシュ照明とするため、常時照明に比して光の量が多くなり、
この結果鮮明な画像を取得することができる。
（２）鮮明な画像が取得されることから、トンネル覆工の画ひび割れを明瞭に把握するこ
とができる。
（３）鮮明な画像に基づく画像展開図が得られ、これを参照することで近接目視が効率的
に実施できるうえ、誤記入や記入漏れを回避することができる。
（４）近赤外線カメラ（画像取得手段）を利用すれば、煤等で汚れたトンネル覆工のひび
割れも把握することができる（発明者らは、煤けたトンネルで０．２ｍｍ幅のひび割れが
取得できることを確認している）。
（５）近赤外線カメラを利用すればフラッシュ照明も不可視光となり、画像取得作業中で
も対向車に影響を与えることがなく、また距離確保用のパトロール車に追尾させる必要も
ない。
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【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】本願発明の走行型トンネル覆工撮影装置を示すブロック図。
【図２】（ａ）は画像取得手段と照明手段を収納ハウスに収納した状態の走行型トンネル
覆工撮影装置を示す側面図、（ｂ）は画像取得手段と照明手段を収納ハウスから引き出し
た状態の走行型トンネル覆工撮影装置を示す側面図。
【図３】本願発明の走行型トンネル覆工撮影方法の主な工程の流れを示すフロー図。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　本願発明の走行型トンネル覆工撮影装置、及び走行型トンネル覆工撮影方法の実施形態
の例を図に基づいて説明する。なお、本願発明の走行型トンネル覆工撮影装置は、本願発
明の走行型トンネル覆工撮影方法に使用されるものでる。したがって、まずは走行型トン
ネル覆工撮影装置について説明し、その後に走行型トンネル覆工撮影方法について説明す
ることとする。
【００２２】
１．走行型トンネル覆工撮影装置
　図１は、本願発明の走行型トンネル覆工撮影装置１００を示すブロック図である。この
図に示すように走行型トンネル覆工撮影装置１００は、画像取得手段１０１と、照明手段
１０２、制御手段１０３、走行体１０４を備えたものであり、さらに距離計１０５や、画
像記憶手段１０６、ディスプレイやプリンタといった出力手段１０７、これらの機器に電
気を供給する発電機１０８を備えたものとすることもできる。
【００２３】
　図２は、本願発明の走行型トンネル覆工撮影装置１００を示す図であり、（ａ）は画像
取得手段１０１と照明手段１０２を収納ハウス１０９に収納した状態を示す側面図、（ａ
）は画像取得手段１０１と照明手段１０２を収納ハウス１０９から引き出した状態を示す
側面図である。この図に示すように、画像取得手段１０１や照明手段１０２など走行型ト
ンネル覆工撮影装置１００を構成する各手段は、トラック等の走行体１０４に搭載される
。例えば、画像取得手段１０１と照明手段１０２は荷台上に設置された収納ハウス１０９
内に格納され、制御手段１０３は乗車室（キャビン）内に置かれる。また、発電機１０８
は収納ハウス１０９と同様荷台上に設置され、距離計１０５は荷台下面に取り付けられ、
画像記憶手段１０６と出力手段１０７は制御手段１０３と同様キャビン内に置かれる。
【００２４】
（画像取得手段と照明手段）
　走行型トンネル覆工撮影装置１００は、移動しながらトンネル覆工の画像を取得するも
のであり、より詳しくは、例えば道路トンネル内を走行体１０４で走行しながらトンネル
覆工の片側断面の画像を画像取得手段１０１で取得していくものである。したがって、異
なる方向に向いた複数の画像取得手段１０１で画像を取得するのがよく、図２に示すよう
に複数の画像取得手段１０１を設置するとよい。なお、図２では側方に向いた４つの画像
取得手段１０１のみを表しているが、実際には上方を向いた複数の画像取得手段１０１も
設置されている。
【００２５】
　照明手段１０２は、画像取得手段１０１で撮影する際にトンネル覆工面に光を投じるも
のであるから、画像取得手段１０１と同様やはり複数設置し、さらに画像取得手段１０１
の近傍であって同じ方向に向く姿勢で設置される。例えば図２に示すように、画像取得手
段１０１と画像取得手段１０１の間に照明手段１０２を配置するとよい。
【００２６】
　画像取得手段１０１と照明手段１０２は、設置架台１１０に取り付けられる。そしてこ
の設置架台１１０は、例えばレール上をスライドしながら収納ハウス１０９に出し入れで
きるように設置される。現地までの輸送中は、図２（ａ）に示すように設置架台１１０（
つまり、画像取得手段１０１と照明手段１０２）を収納ハウス１０９に収納することで風
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雨等を防護し、撮影作業中は、図２（ｂ）に示すように設置架台１１０を収納ハウス１０
９から引き出すわけである。
【００２７】
　画像取得手段１０１は、通常の可視光カメラとすることもできるし、赤外線カメラなど
可視光以外のカメラを利用することもできる。特に近赤外線カメラは、トンネル覆工面に
付着した煤等も透過して画像化することが出来るため、本願発明の走行型トンネル覆工撮
影装置１００にとっては好適である。発明者らは、近赤外線カメラで煤けたトンネル覆工
面を撮影したところ、０．２ｍｍ幅のひび割れまで認識できることを確認している。なお
、画像取得手段１０１を可視光カメラとした場合は、当然ながら照明手段１０２は可視光
線を照射するものが採用され、画像取得手段１０１を近赤外線カメラとした場合は、当然
ながら照明手段１０２は近赤外線を照射するものが採用される。
【００２８】
（制御手段）
　制御手段１０３は、画像取得手段１０１と照明手段１０２に対して処理を行う命令信号
（以下、「トリガ信号」という。）を送信するものである。換言すれば、画像取得手段１
０１は制御手段１０３からのトリガ信号を受けることで撮影し（シャッターを押し）、照
明手段１０２は制御手段１０３からのトリガ信号を受けることで近赤外線等を照射するわ
けである。また制御手段１０３は、画像取得手段１０１と照明手段１０２が同時に処理す
るようにトリガ信号を送信するものであり、つまりトリガ信号応じて画像取得手段１０１
と照明手段１０２が同期して撮影かつ照射する。このように照明手段１０２による照明は
、常時照明ではなく単発的なフラッシュ照明であることから、比較的（常時照明より）光
量が多くなり、この結果鮮明な画像を取得することができる。
【００２９】
　制御手段１０３からのトリガ信号は、オペレータによる手動送信とすることもできるし
、あらかじめ定めた時刻（定期的又は不定期的）に自動送信させることができる。あるい
は、あらかじめ定めた距離間隔で、制御手段１０３にトリガ信号を自動送信させることも
できる。この場合、レーザー距離計やＤＭＩ（Ｄｉｓｔａｎｃｅ　Ｍｅａｓｕｒｉｎｇ　
Ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔ）といった距離計１０５を走行体１０４に設置し、この距離計１０
５が測定した距離情報に応じて制御手段１０３にトリガ信号を自動送信させるわけである
。したがって距離計１０５の距離情報は、リアルタイムで制御手段１０３に伝達される。
【００３０】
　画像記憶手段１０６は、画像取得手段１０１が取得した画像を記憶するものであり、画
像取得手段１０１の情報（どのカメラで撮影したか）と取得した時刻情報、あるいは取得
した位置（距離計１０５の距離情報）などと関連付けて（紐付けて）画像を記憶するもの
である。また出力手段１０７は、画像取得手段１０１が取得した画像をその場で表示する
ディスプレイであり、あるいは画像を印刷するプリンタである。
【００３１】
　制御手段１０３は、専用のものとして製造することもできるが、汎用的なコンピュータ
装置を利用することもできる。このコンピュータ装置は、パーソナルコンピュータ（ＰＣ
）や、ｉＰａｄ（登録商標）といったタブレットＰＣ、スマートフォン、あるいはＰＤＡ
（ＰｅｒｓｏｎａｌＤａｔａ Ａｓｓｉｓｔａｎｃｅ）などによって構成することができ
る。コンピュータ装置は、ＣＰＵ等のプロセッサ、ＲＯＭやＲＡＭといったメモリを具備
しており、さらにマウスやキーボード等の入力手段やディスプレイ（表示手段６００）を
含むものもある。なお、一般的なＰＣであればマウスやキーボード等のデバイスから入力
するが、タブレットＰＣやスマートフォンではタッチパネルを用いた操作（タップ、ピン
チイン／アウト、スライド等）で入力することが多い。制御手段１０３としてＰＣを利用
した場合、画像記憶手段１０６や出力手段１０７（ディスプレイ）もこのＰＣを利用して
構築することができる。
【００３２】
２．走行型トンネル覆工撮影方法
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　続いて、本願発明の走行型トンネル覆工撮影方法について図３を参照しながら説明する
。なお、本願発明の走行型トンネル覆工撮影方法は、本願発明の走行型トンネル覆工撮影
装置１００を使用する方法であり、したがって「１．走行型トンネル覆工撮影装置」で説
明した内容と重複する説明はここでは避け、走行型トンネル覆工撮影方法特有の内容のみ
説明することとする。すなわち、ここに記載されていない内容は、「１．走行型トンネル
覆工撮影装置」で説明したものと同様である。
【００３３】
　図３は、本願発明の走行型トンネル覆工撮影方法の主な工程の流れを示すフロー図であ
る。通常トンネル覆工を撮影する場合は、この図に示すように往路（左側車線）と復路（
右側車線）で２回の走行に分けて撮影される。図３を参照しながら詳しく説明する。まず
、走行体１０４で左側車線を走行しながら一方の側面（この場合は左側壁面）と天端を撮
影する（Ｓｔｅｐ１００Ａ）。このとき、例えば距離計１０５が測定した距離情報に応じ
て、制御手段１０３がトリガ信号を自動送信し、このトリガ信号に応じて照明手段１０２
が近赤外線等を照射するとともに（Ｓｔｅｐ１０１）、赤外線カメラなどの画像取得手段
１０１が撮影する（Ｓｔｅｐ１０２）。そして左側車線側の撮影（走行）が終わると、今
度は右側車線を走行しながら他方の側面（この場合は右側壁面）と天端を撮影する（Ｓｔ
ｅｐ１００Ｂ）。
【００３４】
　なお、トンネル覆工を撮影した画像は、隣接する画像と相当程度重複（ラップ）するよ
うに取得される。具体的には、延長方向（トンネル軸方向）に隣接する画像どうしは相当
程度ラップし、断面方向に隣接する画像どうしも相当程度ラップしている。このようにラ
ップしていることから、例えばＳＦＭ（Ｓｔｒｕｃｔｕｒｅ　ｆｒｏｍ　Ｍｏｔｉｏｎ）
といった従来から用いられている画像解析技術を使用することで、トンネル覆工面全体の
３次元モデルを作成することができ、この３次元モデルをもとに画像展開図を作成するこ
とができる（Ｓｔｅｐ２００）。この場合、近赤外線カメラで撮影した画像をもとにＳＦ
Ｍ等の画像解析技術を用いてトンネル覆工面全体の３次元モデルを作成し、これにより画
像展開図を作成することもできる。また、距離計１０５による距離情報が取得されていれ
ば、この画像展開図に距離標を付与することもできる。
【００３５】
　対象とするトンネルの画像展開図が得られると、この画像展開図を参照しながら実際に
近接目視を行う（Ｓｔｅｐ３００）。既述のとおり、本願発明の走行型トンネル覆工撮影
装置１００を使用すれば比較的（常時照明より）光量が多い状態で画像を取得することが
でき、すなわち鮮明な画像に基づく画像展開図が得ることができる。また、道路トンネル
定期点検要領で規定する「トンネル全体変状展開図」あるいは「覆工スパン別変状詳細展
開図」はトンネル背面側（内空側の反対側）から見た展開図であるため誤記入が生じやす
いが、本願発明による画像展開図は容易に反転できることから、反転した画像展開図（す
なわち、トンネル全体変状展開図等）を参照することで近接目視が効率的に実施できるう
え、誤記入や記入漏れを回避することができる。
【産業上の利用可能性】
【００３６】
　本願発明の走行型トンネル覆工撮影装置、及び走行型トンネル覆工撮影方法は、道路ト
ンネルのほか鉄道トンネルや、共同溝など比較的大きな埋設管にも利用することができる
。本願発明によれば、供用中のトンネル覆工の劣化状況が把握でき、その劣化状況に応じ
た補修、補強対策が可能となり、ひいてはトンネルの長寿命化につながることを考えれば
、産業上利用できるばかりでなく社会的にも大きな貢献を期待し得る発明といえる。
【符号の説明】
【００３７】
１００　本願発明の走行型トンネル覆工撮影装置
１０１　画像取得手段
１０２　照明手段
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１０３　制御手段
１０４　走行体
１０５　距離計
１０６　画像記憶手段
１０７　出力手段
１０８　発電機
１０９　収納ハウス
１１０　設置架台

【図１】 【図２】
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